
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 (仮称)新下山手住宅4号棟電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

  

 ①接地工事施工方式の変更 

 ②幹線ケーブルルート変更に伴うハンドホール設置の取りやめ 

 ③工事区分の変更による地中梁電気スリーブ取付 

契約変更の理由 

  

① 

現場を詳細調査した結果、地盤の状態から施工方法を変更する必要が生じたため。 

② 

現場を詳細調査した結果、仕様・寸法等を変更することにより、施工性、経済性等が向上

するため。 

③ 

現場を詳細調査の結果、本工事で行う方が合理的でかつ施工性が向上するため。 

（公表様式第６号） 


